
仕様書 

 

１ 件名  

妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣（専門職） 

 

２ 派遣労働者の就業場所及び名称 

奈良県香芝市逢坂一丁目３７４番地１（香芝市総合福祉センター） 

  子ども家庭部児童福祉課 

 

３ 派遣期間  

令和７年６月２日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 派遣人数 

助産師２名 

 

５ 勤務日及び休日 

 ⑴ 勤務日 

  月曜日から金曜日まで 

 ⑵ 休 日 

  土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

祝日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）の日 

 

６ 勤務時間 

  午前９時３０分から午後４時１５分のうち実働６時間 

 

７ 派遣労働者の資格要件 

⑴ 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）に基づく免許を保有すること。 

⑵ Ｗｏｒｄ及びＥｘｃｅｌの基本操作ができること。 

 

８ 業務内容 

妊娠期から出産・子育てまで、身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援に

つなぐ伴走型の相談支援に従事する。 

⑴ 窓口及びＷｅｂでの面談、電話での相談（妊娠届出の受理、妊婦等包括相談支援の流

れの説明、交付金申請書の受理を含む。） 

⑵ アンケートの確認、産前産後の過ごし方、産後に必要な手続きや利用できるサービス

を確認、検討し相談に応じる。 



⑶ 子育て支援等に関する情報提供 

⑷ 包括支援業務 

⑸ 前記⑴から⑷に関連する事務 

⑹ その他保健業務（窓口、電話応対を含む。） 

 

９ 派遣労働者の責務 

⑴ 市に勤務し公務の一端を担う立場としての自覚を持ち、日本の法令を遵守し基本的

なビジネスマナー、接遇等の知識、能力を習得し、良好な人間関係を築くように努める

こと。 

⑵ 情報セキュリティ対策、個人情報保護の防止に十分な注意を払うこと。 


